
  

 

◎
消
費
者
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
消
費
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 
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目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
十
条
の
二
） 

第
二
章 

〔
略
〕 

第
三
章 

〔
略
〕 

第
四
章 

〔
略
〕 

附
則 

 

第
一
章 

総
則 

第
一
条
～
第
十
条 

〔
略
〕 

 

（
年
次
報
告
） 

第
十
条
の
二 

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
政
府
が
講
じ
た
消
費
者
政
策
の
実
施

の
状
況
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
章 

〔
略
〕 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
十
条
） 

第
二
章 

〔
略
〕 

第
三
章 

〔
略
〕 

第
四
章 

〔
略
〕 

附
則 

 

第
一
章 

総
則 

第
一
条
～
第
十
条 

〔
略
〕 

 

〔
新
設
〕 

 

第
二
章 

〔
略
〕 

 
 

 
  


